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第１章 計画の策定にあたって 

１．計画策定の目的 

町田市は多摩丘陵の北の端に位置し、北部の丘陵地は鶴見川、境川の源流域にもなっており、都市の

近郊でありながら、豊かな自然環境を有しています。また、減少しつつあるものの今でも農の環境が残

っており、数多くの歴史・文化の足跡を見ることができます。こうした立地・緑・農・歴史・文化、こ

れらすべては町田市の魅力の一つであり価値ある資産・資源であるといえます。 

自然環境への意識の高まりやコロナ禍による生活環境の大きな変化に伴い、豊かな自然環境を求めて

多くの人が町田市の里山を訪れています。一方、近年のゲリラ豪雨や大型台風など自然災害に対して、

河川の源流域に位置していることからグリーンインフラの推進が重要視されてきています。さらに、多

摩都市モノレールや小田急多摩線の延伸、リニア中央新幹線開業による都市部からのアクセスの向上等、

生活環境や社会環境の変化をふまえ、里山の環境を町田市の貴重な資産として活かしていくことが求め

られています。また、本市におけるＳＤＧｓの達成や持続可能な循環型社会の実現に寄与していくこと

も重要な視点となっています。 

本計画では、こうした地域の資産・資源を有効に活用し、持続可能なものとしていく施策を効果的に

推進していきます。そのために、将来像を示すとともに、施策の対象となるエリアを設定し、それぞれ

異なる地域の特徴をとらえ、実情に応じた施策をリーディングプロジェクトとして設定します。 

多様な主体による連携・協働により里山環境を活用していくことで、「住む人も 訪れる人も 居心

地のよい まちだの里山」を実現していくための計画として策定しました。 

２．計画期間 

計画の期間は、2022年度から 2031年度までの 10年間とします。2022年度から 2026年度までの５年

間の実行計画を作成し、2026年度に中間確認を行い、後期５ヵ年の取組を定めます。 

 

３．計画の位置付け 

本計画は右のとおり「まちだ

未来づくりビジョン 2040」「町

田市都市づくりのマスタープラ

ン」「第三次町田市環境マスター

プラン」を上位計画とします。 

「町田市北部丘陵活性化計

画」では、里山環境の再生と保

全のほか、都市基盤の整備や農

業の振興を進めてきました。本

計画では、対象地域が一部重複

する「町田市北部丘陵活性化計

画」の取組等を引継ぎ、里山環境や地域の資源の活用を推進していくための計画とします。 

計画の推進にあたっては、都市基盤の整備については「町田市都市づくりのマスタープラン」等にお

いて取組むこととし、農業振興やその他の施策については「第４次町田市農業振興計画」をはじめとす

る関連計画と整合を図りながら、事業を推進していくこととします。 

４．本計画の対象地域 

本計画の対象となる地域は、東京都心から直線距離でおよそ 30～40km、横浜の中心部から直線距離で

およそ 20～40km の位置にあります。町丁目では、相原町、上小山田町、下小山田町、図師町、小野路

町、野津田町、真光寺町、三輪町の市街化調整区域とそれに隣接する市街化区域の一部に該当します。 

（仮称）町田市里山環境活用保全計画（案）概要版 
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第２章 現状と課題 

１．対象地域の現状 

地域で生活する住民などによって管理されてきたかつての里山の環境は、高度経済成長による生活様

式の変化等によって人の手が入ることがなくなり、それまで続いてきた資源の循環が途切れました。そ

の結果、荒廃した山林や農地が増え、現在では以前のような里山の環境はほとんど残っていません。近

年では放置され巨木化した樹木に特定の虫が媒介するナラ菌によって、樹木が集団的に枯損する「ナラ

枯れ」被害の発生など、自然環境にも変化がみられます。 

一方で市街化区域に近く、多くのみどりが残る本計画の対象エリアには、自然環境への意識の高まり

やコロナ禍の影響を受け、市内外から散策などを楽しむ人が多く訪れています。また、ＮＰＯや市民団

体により、荒廃した里山の環境を再生し、保全する取組が一部の地域で行われています。さらに、土地

の境界は一部を除いて不明確なままとなっており、保全活動などの妨げとなることがあります。 

放置された山林や農地が増えた結果、自然環境や景観への影響だけでなく、枯損による倒木や不法投

棄がみられます。また、散策などの来訪者が増加した結果、私有地への立ち入りなど来訪者のマナー違

反なども発生しており、地域住民の精神的・経済的な負担となっています。 

なお、本計画の対象地域の大部分は市街化調整区域に位置し、都市基盤の整備に制約が設けられてお

り、地域で安心して住み続けるための生活環境の改善が求められています。 

 

２．対象地域の課題 

里山環境が荒廃している要因としては、山林や農地を管理する住民の経済的な負担の増加や高齢化、

市内で活動するボランティア等の団体メンバーの固定化による高齢化や活動の担い手不足などがあげ

られ、かつての里山環境の再生を目指すことでは解決の糸口が見えない状況があります。来訪者のマナ

ーやモラル向上にあたっては、里山環境の魅力を適切に発信するとともに、地域の住民と来訪者にとっ

て良い関係性を構築することが必要になります。 

今後は、こうした地域や社会の課題に対して、里山環境を地域の社会基盤（グリーンインフラ）とし

て捉え、地域の住民だけでなく、民間事業者など多様な主体と連携し、地域の課題解決に取り組んでい

くことが重要になります。 

こうしたことから、人の手が入り、里山環境の保全を将来に渡って持続可能なものとするために、里

山環境の再生・整備だけでなく、時代に即した活用の取組と新たな循環サイクルを構築することが強く

求められています。 

実行計画を策定するうえでは、これらの課題に対して地域の実情に応じた取組を検討していく必要が

あります。また、計画を推進していくにあたっては、境界が明確になっていない土地も多くあることか

ら、対応が求められています。 

 

３．エリアの区分 

地域の実情に応じた取組を検討していくために、対象地域を以下のように、４つのエリアに区分しま

す。市内の市街化調整区域を主な対象とし、相原エリア、小山田エリア（図師町を含む）、小野路エリア

（野津田町、真光寺町を含む）、三輪エリアを単位として、次ページ以降、エリアごとの現状と課題、取

組のテーマを整理していきます。 
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第３章 里山環境の活用に向けた基本方針 

１．基本的な考え方 

対象地域の現状と課題等をふまえると、地域住民の生活環境を整え多様な主体と連携し地域の資源

を活用していく「時代に即した新たな循環サイクル」を構築するとともに、町田市ならではの里山環

境（「まちだの里山」）づくりに取り組む必要があるといえます。 

そこで本計画では、里山環境の資源を活用することで、住む人・訪れる人にとって居心地がよく将

来に渡って持続可能な「まちだの里山」が形成されることを目指します。そして、人と自然が共生

し、時代に即した新たな資源の循環により持続可能な環境が維持されることを目指します。 

まちだの里山の将来像を以下のとおり定め、基本方針と具体的な取組（実行計画）を推進していく

こととします。 

 

（１）まちだの里山の将来像 

住む人も 訪れる人も 居心地のよい まちだの里山 

２．計画のポイント 

（１）４つの基本方針とエリアごとの方針 
本計画で掲げた「まちだの里山の将来像」を実現していくために、計画全体の方針として４つの基

本方針を設定します。 

４つの基本方針に基づき、地域の実態に即した取組を推進していくために、エリアごとに取組を設

定します。 

（２）町田市全体の取組とリーディングプロジェクトの設定 
本計画で掲げた「まちだの里山の将来像」を実現していくために、計画期間中に具体的、かつ、着

実に町田市全体で推進していく取組を重点事業として位置づけます。 

全エリアに共通する重点事業とあわせて、エリアごとの実情に即したリーディングプロジェクトを

設定します。 

３．４つの基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針２ 里山の魅力を伝える 

■取組の方向性 
・人・団体への周知に取り組む 
・住んでいる人、訪れる人、まだ訪れていな

い人に地域の魅力を伝える 

基本方針４ 里山ではじめる 

■取組の方向性 
・ここで何か始めてみようと考える人を後

押しする 
・地域住民と来訪者の交流を促進する 

基本方針１ 里山の環境を整える 

■取組の方向性 
・里山環境の活用に必要な山林と農地を再

生する 
・多様な人が関わり続けられるしくみづく

りを推進する 

基本方針３ 里山を体感する 

■取組の方向性 
・実際に現地に訪れる人を増やす 
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第５章 計画の推進にあたって 

１．計画推進の考え方 

まちだの里山に関心をもつ多様な主体の連携・協働による「まちだの里山の将来像」の実現にむけ、

リーディングプロジェクトを中心に、基本方針にそった様々な取組や活動を推進していきます。 

 

２．計画の進行管理 

各施策を円滑に遂行するため、関連する庁内各課と密に情報交換を行う体制を整備します。また、本

計画は多様な主体の連携・協働を土台にしていることから、各エリアの地域住民・団体など多様な主体

と連携・協働しながら各施策を進行管理していきます。 

各エリアにおいて地域住民・団体等からなる組織の設立・運営を支援し、取組の進捗状況等をエリア

内で確認・共有するとともに、その結果について（仮称）里山環境活用保全計画推進委員会が密に連携

することで計画の進捗として取りまとめ、まちだの里山全体の将来像の実現に向けた評価を行います。 

計画の評価は、学識経験者と関係団体（農業、観光、産業分野）からなる（仮称）里山環境活用保全

計画推進委員会を設置し、年１回程度、基本方針に沿った取組等の進捗を確認します。 

本計画を推進し５年目に、社会の状況等に応じて計画の中間確認の実施を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．町田市の役割 

まちだの里山に関心をもつ多様な主体の連携・協働を支えるとともに、団体間のコーディネートや庁

内外の機関・団体との連携を促進することで本計画を効果的に推進していきます。 

（１）多様な主体のコーディネート 

（２）計画の将来像の実現にむけた庁内関係部署の連携強化 

（３）国、都、関連自治体等との連携強化 

計画の進行管理のイメージ 


